
■どうして、冷蔵庫に保管するの？
緊急連絡カードは、「もしもの時」にご本人やご家族はもちろん

ですが、状況によって、救急隊員や警察、町内会の方等がカード

に書かれている情報を活用することもあります。

そんな時、「どこに保管してあるか分からない」では、せっかく

緊急連絡カードに情報を記入しても役立てることができません。

冷蔵庫に保管するのは、保管場所を特定しやすい（冷蔵庫はどこ

の家庭でもキッチンにある）、地震がきても倒れにくいという理

由から、統一した保管場所とさせていただいております。

記入後、保存容器に入れ、冷蔵庫の中に保管します。

服薬・常備薬はお薬手帳に貼るようなシール(コピー

でも可)をカードと一緒に保管すると便利です。

電話のそばに貼り、何かあった時に、

すぐに確認・対応ができるよう「かか

りつけの病院」や「緊急連絡先」など

を記入します。また、災害に備えて、

広域避難場所や指定避難施設、津波緊

急避難施設も記入しておきましょう。

緊急連絡カードの使い方
緊急連絡カードは、災害や急病など『もしもの時』に、自分や家族の健康状況や

かかりつけの病院、緊急連絡先などの情報を記入し保管することで、適切な処置や

対応ができるよう活用するものです（世帯単位で使用）。
例えば…

○救急で搬送されたことを家族や親せき、知人に知らせて欲しい。

○家で具合が悪くなり、救急車は呼べたけど、救急隊員に情報を伝えられない。

○災害の時、常時飲んでいる薬の名前が分からない。

○心配事や困りごとを誰に相談したら良いの？

緊急連絡カードは、『掲示用カード』と『保存用カード』の２種類あります。

【掲示用カード】 【保存用カード】

【緊急シール大】

保管容器に貼るための

シールです。

【緊急シール小】

冷蔵庫にシールを貼り

ます。保管されている

ことの目印になります。

保管

緊急連絡カードの記入方法

緊急連絡カードの『保管容器』について

①緊急連絡カード「専用保管容器」
緊急連絡カード事業を推進している釧路市社会福祉協議会地域福祉課

で入手することが出来ます。

保管容器の中に全ての資材（掲示用カード、保存用カード、緊急シー

ル小 ※緊急シール大は容器に貼りつけ済）が入っています。

世帯の中に、１人でも７５歳以上の方がいれば『無料』で配布してい

ます。７５歳未満の世帯についても１本１００円で頒布しています。

②ペットボトルを加工した保管容器
ペットボトルを加工し、ご自身で保管容器をつくることも可能です。

＜用意するもの＞

カッター はさみ ビニールテープ 空のペットボトル(500ml.)

＜作り方＞

①

ペットボトル
上部の凹み部
分をはさみ、
カッターで切
れ込みを入れ
てください。
２～３cmくら
い残した状態
にします。

②

緊
急
連
絡
カ
ー
ド

「
保
存
用
カ
ー
ド
」

記入した緊
急連絡カー
ドをペット
ボトルの中
に丸めて入
れます。

③

切断した部
分を合わせ、
ビニール
テープで止
めてくださ
い。

緊急連絡カードの活用について

これまで「緊急連絡カード」は、町内会を中心に民生委員・児童委員や老人

クラブなど様々な方の協力のもと配布されています。カード自体の目的以外に

も、地域づくりや地域の助け合いなど様々な場面で活用されています。

■活用事例
○見守り活動で一人暮らしの方を訪問すると、突然倒れた。すぐに救急車を

呼んだ。救急隊の方が、緊急連絡カードを発見し、情報をもとに対応。

○町内会で温泉旅行に行った際、体調が悪くなり倒れた人がいた。病院に搬

送されたが、家族などの連絡先が分からなかった。先に戻った会員が、倒

れた方の家に行くと、緊急連絡カードが保管されており、その情報から家

族に連絡をした。
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緊急連絡カードの記入方法

掲示用カード 保存用カード「掲示用カード」は電話のそばなど見やすい

場所に貼りつけます。

「保存用カード」は保管容器に入れ、冷蔵庫に保管

します。

家族の代表の方(世帯主など)のお名前と住所を記入

します。

ご家族でかかりつけの病院がある方は、お名前と病

院名、病院の電話番号、かかっている科を記入しま

す。

緊急時の連絡先(家族や親せき、友人など)のお名前

と続柄、住所、電話番号を記入します。

困りごとの相談先の電話番号を記入します。詳細は

下記を参照してください。

災害に備え、広域避難場所・指定避難施設・津波緊

急避難施設を事前に確認し、記入します。お住まい

の地域により、避難場所・施設が異なりますので、

釧路市が発行する「ハザードマップ」などで確認を

しましょう。

お住まいの町内会・自治会を記入します。

かかりつけの病院があれば、それぞれのかか

りつけの病院名、担当医、病名を記入します。

緊急時の連絡先(家族・親せき・知人の携帯

電話番号、家族の勤務先、子供の学校など)

を記入します。

かかりつけの病院が複数あり、上記

に書ききれなかった場合、ご家族の

お名前、病院名や担当医（かかりつ

けの科）、電話番号を記入します。

■家族２名分の情報を記入することが出来ますが、そ

れ以上家族がいる場合は複数枚使用してください。

■薬の名前が分かる用紙やシールを裏面に貼りつける

か、一緒に保管すると便利です。

＜困りごとの相談先＞

■釧路市社会福祉協議会

社会福祉協議会は、通称“社協(しゃきょう)”と呼ばれています。釧路市社

協では、「住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり」を目指し、地域住

民方々や関係機関と共に、地域にある諸課題を一緒に考え、解決に向けた様々

な取り組み(声かけ・見守り活動やふれあい・いきいきサロン事業の推進、ボラ

ンティア活動の推進など)を行っています。

[緊急連絡カードに関するお問合せ先]

●釧路市社会福祉協議会 本 所（℡24－1648）

阿寒支所（℡66－4200）

音別支所（℡01547－6－2941）

■釧路市民生委員児童委員協議会

民生委員・児童委員は、地域住民の立場に立って、地域の福祉を担うボラン

ティアであり、地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつな

ぎ役です。また、主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当

する民生委員・児童委員です。民生委員・児童委員は「誰もが安心して生活で

きる地域づくり」のために日々活動しています。生活上の心配ごとや困りごと

がありましたら、お住まいの地区の担当委員にお気軽にご相談ください。

[お問合せ先]

●釧路市民生委員児童委員協議会 事務局（℡24－2468）

■地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

よう介護サービスを始め、保健・福祉・医療・健康など、様々な相談に応じ、高齢者

の生活を総合的に支えるための地域の中核機関です。市内７ヵ所に設置されておりま

すので、お困りのことがありましたら、お住まいの地区を担当する地域包括支援セン

ターをご確認いただき、お気軽にご相談ください。

[お問合せ先]
●東部南地域包括支援センター（℡42－8222） ●東部北地域包括支援センター（℡42－0600）

●中部南地域包括支援センター（℡24－1102） ●中部北地域包括支援センター（℡36－1233）

●西部地域包括支援センター（℡55－2666） ●阿寒地域包括支援センター（℡66－1234）

●音別地域包括支援センター（℡01547－9－5252）

ご家族のお名前とふりがな・生年月日を記入

します。また、性別に○印を付けます。


